
事業主各位                              令和 6年 2月 1日 

労務管理者・安全管理者・衛生管理者へもご回覧ください！！ 

 

        一般社団法人酒田労働基準協会 

          会 長  前 田 直 之 

 

『雇入時の安全衛生教育』のご案内 

 

コロナ禍により令和 2 年度から中止となっていました、雇入時の安全衛生教育を再開いたします。 

 

労働安全衛生法第 59 条及び労働安全衛生規則第 35 条により、事業者は労働者を雇入れたとき、又は、労働

者の作業内容を変更したときは当該労働者に対してその従事する業務に関する必要な事項について安全衛生

の教育を実施することが事業者に義務づけられています。雇用してすぐの業務に取り掛かる前の段階で、職場

の危険を理解し自ら回避できるように教育することが、労働災害防止のために非常に重要な役割を果たします。 

また、厚生労働省令の改正により令和 6 年 4 月 1 日、下記の省略規定が廃止されます。 

是非この機会に受講いただきますようご案内申し上げます。 

記 

１．日  時： 第 1 回目開催 令和 6 年 4 月  8 日 (月 ) 9 時 30 分～17 時 

        第 2 回目開催 令和 6 年 4 月 15 日 (月 ) 9 時 30 分～17 時 

２．会  場： 酒田市総合文化センター４F （酒田市中央西町 2-59 TEL24-2991） 

３．対 象 者： 新たに雇入れた方、作業内容が変更になった方 

４．申込期限： 各開催日一週間前 定員は 30 名。期限前でも定員になり次第締切ります。 

        また、申込状況によっては、受講日の変更をお願いする場合があります。 

５．受 講 料： 基準協会会員 10,450 円/名（消費税 10％含む、内消費税額 950 円） 

        会員外 14,850 円/名（消費税 10％含む、内消費税額 1,350 円） 

        ※ テキスト代は含まれます。昼食代は含まれておりません。 

６．注意事項： 申込みいただく前に、当協会ホームページ「新型コロナウイルス感染症に関して、当 

       協会が開催する講習会等の対策について」を必ずお読みください。 

７．そ の 他： 遅刻等、途中退席等をされたときは、修了証を交付できませんのでご注意ください。 

安衛法第 59 条第 1 項・第 2 項の雇入れ時の等の教育について、特定の業種（※）では、一部教育項目の省略（下

記教育項目の１～４）が認められていましたが、当該省略規定が廃止され、全業種で全ての項目を実施することと

なります。(令和 6 年 4 月 1 日施行) 

特定の業種（※）次の「」内に記載する業種以外の業種「林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業、電気

業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家

具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業」 

《現行制度》 雇入れ時等教育項目（以下の１～８の各項目について、当該労働者が従事する業種に関する安全

又は衛生の為必要な事項について実施） 

 １ 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること  

 ２ 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること 

 ３ 作業手順に関すること 

 ４ 作業開始時の点検に関すること 

 ５ 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること 

 ６ 整理、整頓及び清潔の保持に関すること 

 ７ 事故等における応急措置及び退避に関すること 

 ８ 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生の為に必要な事項 

事業主 労務管理者 安全管理者 衛生管理者 

    



  

申込要項 

 

１． 受講申請：下記申込書に必要事項を記入し、ＦＡＸにて送信してください。 

                    （ＦＡＸ０２３４―２２―１３１６） 

     ※銀行振込の場合、荘内銀行酒田中央支店普通預金（口座番号 136413） 

              一般社団
シ ャ ）

法人酒田
サ カ タ

労働
ロウドウ

基準
キジュン

協会
キョウカイ

 

        ※振込手数料は、貴社にてご負担願います。 

また、銀行振込の受領書をもって領収証に代えさせていただきます。 

インボイス制度の対応には銀行振り込みの受領書の他、本申込書の添付・保管 

が必要になります。 

２． 申 込 先：一般社団法人 酒田労働基準協会   

     適格請求書発行事業者登録番号 T9-3900-0500-7968 

     〒998-0043 酒田市本町 1-2-52  TEL 0234-22-1311 FAX 0234-22-1316 

３． 注意事項：※受講の取り消しは、講習初日から 3営業日前迄とし、以後の取り消しには受講 

      料の返金は致しません。また、受講当日の欠席や遅刻による受講キャンセルも、 

      返金の対象とはなりませんのでご注意ください。 

        ※受講料の納付がなければ受講申込受付が完了致しませんので、早めに納付手続 

         をお願いいたします。 

        ※受講取消しに伴う受講料返金の場合、振込手数料は貴社にてご負担願います。 

 

『雇入時の安全衛生教育』  受講申込書 

   開催日：①令和 6年 4月 8日(月) ②令和 6年 4月 15日(月) 

   （希望する開催日の番号を受講者欄・開催日 No に記載してください） 

事業場名                           

所在地 
〒 

                      TEL   （   ） 

連絡担当者 所属部課 氏名  

受

講

者 

開催日 No 氏  名（フリガナ） 生年月日 現住所 

  
S ・H   年  月  日生 

 

  
S ・H   年  月  日生 

 

  
S ・H   年  月  日生 

 

 

◇ 上記の通り    名分   計       円  

 

◇ 払込方法は、下記のいずれかに✔を記入してください。 

  □  現金を協会に持参 

  □   月  日に銀行口座に振込 

 

  令和 6年  月  日 

  一般社団法人酒田労働基準協会行 


